
No. 確認事項・要件 具体的な確認・提出方法

1

・前年度（令和６年度）において主食用米、戦略作物
（新規需要米・飼料作物・小麦・大豆等）又は産地交付
金（野菜・花き等）等の交付対象となった作物が作付け
られていること

【申請者の提出書類等不要】
・前年（令和６年度）の営農計画書で確認
※交付対象作物であれば出荷販売実績無でも可

2
・現況において非農地に転換された土地（又は転換され
ることが確実と見込まれる農地）でないこと

3

・畦畔等のたん水設備及び所要の用水供給設備を有する
こと等、水田活用の直接支払交付金の交付対象水田要件
を満たしていることを、地域農業再生協議会が確認し、
資料（例：写真）により客観的に示すことができること
（本地に直ちに均平することが困難な傾斜を有する農地
等は、交付対象水田とは認められない）

4

（１）おおむね団地化された畑地を形成していること
　面積要件：１０ａ以上
　団地化要件：２筆以上の団地
（詳細は別添「団地化の考え方の例」を参照）

（２）１筆全体を畑地化すること
　事例
『20aのうち、野菜15aを畑地化申請、残り5aは不作付』
のように、１筆の一部が対象外である場合は、申請不可
　※園芸施設（ハウス）の場合は、Ｑ＆Ａ参照

5

・事業採択後５年間は原則、畑地化した水田の全面積で
販売目的の高収益作物（野菜・花き・果樹等）又は畑作
物（小麦・大豆・そば・牧草等）の作付けを行うととも
に、交付後６年目以降も、本事業の趣旨に沿った農地利
用を行うこと

・畑地化採択後の５年間は、転作確認の実施、
作業日誌、出荷販売伝票等の提出により適正管
理されているかを確認

6
・地域の関係機関（土地改良区、農業委員会など）と畑
地化に係る意見調整を十分に行い、畑地化することにつ
いて関係機関の合意を得ていること

・「農業委員会への申出書」の提出

・「土地改良区への申出書」の提出
※申請地が土地改良区の受益地である場合

7
・申請農地が借地の場合には、地権者（土地所有者）の
同意を得ていること

・「地権者(土地所有者)からの同意書」の提出
※親族を含む

8

・水田地帯に畑地が点在するような虫食い状の畑地化が
行われるなど、担い手への農地の集積・集約化に支障が
生じないこと

・地域の円滑なブロックローテーションの実施に支障が
生じないこと

・畑地化に伴う用排水量の変化等により、地域の利水や
治水の面で支障が生じないこと

・「地域の話し合い議事録」の提出

※議事録は下記の事項に留意して作成すること
・「畑地化」に対しての合意が確認出来ること
・虫食い状の「畑地化」ではないこと
・将来の農地集積や利水、治水に影響が生じな
いこと
・話し合った出席者の氏名と役職が分かること
（所有者、近隣耕作者、農業委員や土地改良区役員）

「畑地化促進事業」事業要件一覧表
　「畑地化促進事業」を申請する水田について、一筆ごとに以下の要件等を満たす必要があります。

【申請者の提出書類等不要】

・空中写真、農地地図による確認

・協議会事務局による実地検査の実施
（現地確認、写真撮影）

※令和７年５月～６月中旬までに実施予定

参考：現地確認を行い畦畔や用水路等の
　　取水設備を写真撮影する様子
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